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Ⅰ 本マニュアルの策定趣旨 

本マニュアルは、岐阜県（以下、「県」という。）が、原子力災害対策指針（以下、「指

針」という。）及び岐阜県地域防災計画（原子力災害対策計画）（以下、「県防災計画」

という。）等に基づき、原子力災害医療を円滑に実施するために必要な事項を定めるも

のである。 

 

 

Ⅱ 原子力災害医療の概要 

原子力災害医療とは、原子力災害や放射線事故等が発生したときに、原子力施設の

従業員や原子力施設の周辺住民等を対象に、主として放射線被ばくや放射性物質によ

る汚染を伴う傷病への医療対応をいう。また、原子力災害時に行われる被災者（周辺

住民等）への汚染検査（避難退域時検査等）、放射性物質による汚染の除去（除染）、

安定ヨウ素剤の予防服用、被ばく線量の推定とともに、被ばくの有無にかかわらず、

放射線に関する健康影響への不安、心のケア対応も含まれる。 

医療活動にあたっては、放射線による外部被ばくや放射性物質による汚染という特

徴に留意する必要がある。 

なお、本県における原子力災害医療の基本的な流れは、以下のとおりである。 

 

（図１）本県における原子力災害医療の基本的な流れ 
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Ⅲ 原子力災害医療体制 

１ 体制の整備 

原子力災害時に迅速、的確に対応するためには、予め、体制の整備に努め、適切な

訓練や研修の実施、関係者間でのネットワークの構築などを行って、円滑に避難住民

等に対応できる体制を確保する必要がある。 

県防災計画等に定める本県の原子力災害医療体制は、以下のとおりである。 

 

（図２）本県の原子力災害医療体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 活動組織 

  本県における原子力災害医療の基本的な流れ（図１）に従い、被災地域等において

円滑な医療活動が実施できるように、以下の活動組織を設置する。 

 

県災害対策本部（本部長：知事） 

 

 

 

医療救護チーム 

関係市町村（市町村長） 

 
被ばく医療機関（災害拠点病院等） 

・活動全般の立案・調整等 

・汚染検査、全身除染等 

・住民対応 

・一時集結所及び避難

所設置・運営 

連携・協力 

要員派遣依頼 

傷病者等受入要請 傷病者等受入 

・市町村等連絡調整、安定ヨウ素剤配布・避難退域

時検査等要員業務、傷病者等域内搬送調整など 

 

県支部 

 

 

 

 

 

要員派遣 

要員等 
資機材・要員等 

被災地域等 

安定ヨウ素剤配布・服用 避難退域時検査・簡易除染 医療救護・健康相談 

医療等関係機関 

 日本赤十字岐阜県支部、県医師会、県病院協会、県薬剤師会、

県看護協会、県診療放射線技師会、県栄養士会等 

災害医療コーディネートチーム 

一般医療機関 

一般医療の提供 

オフサイトセンター（医療班） 

関係府県 

高度被ばく医療支援センター 

原子力災害医療・総合支援センター 

連携・協力 
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（１）県災害対策本部（医療救護チーム） 

活動場所 県庁 

構  成 リ ー ダ ー：健康福祉部長 

副リーダー：健康福祉部次長（医療） 

※指針に定める「原子力災害医療調整官」を兼務 

県 関 係 課：医療整備課、保健医療課、生活衛生課、薬務水道課、 

その他健康福祉部各課、防災課 

業  務 〇原子力災害医療活動全般の企画立案及び関係機関との調整 

情報収集 

・県内医療機関等に関する情報収集 

・原子力災害医療活動に関する情報収集 
 
対応方針の決定・伝達 

・安定ヨウ素剤の予防服用・避難退域時検査等の実施体制の検討・決定 

・関係機関への指示・要請 
 
医療従事者等の派遣調整（支援要請及び受入） 

・原子力災害医療派遣チームの派遣調整 

・現地活動班の編成及び派遣調整 
 
傷病者等の搬送調整 

・汚染のある傷病者等の広域医療搬送の調整 

・汚染のない傷病者等の広域医療搬送の調整 
 
資機材の調達・搬送調整 

・原子力災害医療活動に必要な資機材の調達及び搬送調整 
 
その他 

・健康相談や原子力災害医療活動に関する問い合わせに対する対応 

・避難所等の衛生対策（感染症・食中毒対策等）等 

  

（２）県支部（保健班） 

活動場所 県保健所 

構  成 班   長：保健所長 

保健所各課：総務課、生活衛生課、健康増進課 

業  務 〇域内で行われる原子力災害医療活動に対する支援 

・域内の医療機関等に関する情報収集 

・現地活動班（安定ヨウ素剤班、汚染検査班等）への要員派遣 

・汚染のない傷病者等の域内医療搬送の調整 
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（３）現地活動班  ※災害の状況により編成数を決定 

①会場運営班 

主務課 防災課 

活動場所 
安定ヨウ素剤

配布場所 

避難退域時検査 

場所 
避難所 

構  成 被災市町村 県及び被災市町村 避難所設置市町村及び被災市町村 

業  務 

・避難住民等の誘導、受付 

・避難住民等からの問い合わせに対する対応 

・会場設置運営全般 

   

②安定ヨウ素剤班 

主務課 薬務水道課 

活動場所 県保健所（調合）／安定ヨウ素剤配布場所（配布・服用） 

構  成 県支部及び医療等関係機関（医師、薬剤師、看護師等） 

業  務 
・安定ヨウ素剤内服液の調合 

・避難住民等へ安定ヨウ素剤の配布・予防服用指導 

   

③汚染検査班    

主務課 医療整備課 

活動場所 避難退域時検査場所 

構  成 県支部及び医療等関係機関（診療放射線技師等） 

業  務 

・避難住民等の避難退域時検査 

   ・簡易除染の指導 

・創傷汚染のある者への除染・応急処置 

 

   ④医療救護班 

主務課 医療整備課 

活動場所 避難退域時検査場所／避難所等 

構  成 医療等関係機関（医師、看護師、薬剤師等） 

業  務 
・汚染のない傷病者等に対する応急処置 

・傷病者の後方医療機関への搬送判断 

 

   ⑤健康管理班 

主務課 保健医療課 

活動場所 避難所 

構  成 医療等関係機関（医師、保健師又は看護師、栄養士等） 

業  務 
・避難所における保健活動（避難住民等の健康相談、心のケア、防疫活

動、要援護者の健康状態の確認等） 
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Ⅳ 原子力災害医療活動 

１ 医療救護チームの活動 

   指針で定める緊急事態区分に応じ、以下の活動を行う。 

緊急事態

区分 
県の体制 主な活動 担当課 

警戒事態 原子力災害

警 戒 体 制

（災害情報

集約センタ

ーの設置） 

□県内医療機関等に関する情報収集、整理及び関係

機関への連絡【随時】 

  

 

 

 

医療整備課 

□健康相談の準備（相談窓口設置の検討） 保健医療課 

□安定ヨウ素剤に関する情報収集 薬務水道課 

施設敷地

緊急事態 

原子力災害

警戒本部体

制 

（医療救護

チームの設

置） 

□関係機関(オフサイトセンター医療班、関係市町

村、医療等関係機関等)との情報共有･調整【随時】 

□原子力災害医療派遣チームの派遣、受入調整 

□健康相談の問い合わせに対する対応【随時】 

□原子力災害医療活動（安定ヨウ素剤の予防服用、

避難退域時検査等）の準備 

・対応方針（実施体制・実施内容等）の検討 

・必要となる要員・資機材に関する情報収集 

医療整備課 

保健医療課 

生活衛生課 

薬務水道課 

その他健康

福祉部各課 

防災課 

全面緊急

事態 

災害対策本

部体制 

□原子力災害医療派遣チームの派遣、受入 

□原子力災害医療活動の統括・調整【随時】 

・対応方針（実施体制・実施内容等）の決定 

・関係機関への指示、要請 

・現地活動班の編成、派遣 

・必要な資機材の調達 

・避難退域時検査場所の確保 

・傷病者等の搬送手段の確保・手配 

・避難所の衛生対策（感染症・食中毒対策）等 

□原子力災害医療活動に関する情報収集、整理及び

関係機関への連絡【随時】 

 

 

  

＜収集・伝達情報＞ 
・医療機関等の被災状況及び体制確保状況（医療従

事者派遣可能規模、傷病者等の受入可能規模等） 
・各医療機関に搬送された傷病者、傷病程度、汚染

者数 等 

＜収集・伝達情報＞ 

安定ヨウ素剤の配布状況、避難退域時検査状況、 

傷病者等の搬送状況 等 
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２ 安定ヨウ素剤の予防服用 

（１）目的と効果 

    原子力災害で放出される放射性ヨウ素を人が吸入し身体に取り込むと、放射性ヨ

ウ素は甲状腺に選択的に集積するため、放射線の内部被ばくによる甲状腺がんなど

を発生させる可能性がある。 

    この内部被ばくに対しては、安定ヨウ素剤を予防的に服用すれば、放射性ヨウ素

の甲状腺への集積を防ぎ、低減させるができる。 

 そのため、原子力災害時の防護対策の一つとして、安定ヨウ素剤の予防服用は避

難等の防護措置と組み合わせて実施される。 

  

（２）配布・服用の指示 

  安定ヨウ素剤の予防服用は、原子力規制委員会の判断及び国の原子力災害対策本

部の指示に基づき、県の災害対策本部が市町村に指示する。 

   市町村は、県の災害対策本部の指示を受け、安定ヨウ素剤を避難住民等へ配布し、

服用を指示する。 

 

（３）配布・服用の体制 

    市町村は、県（医療救護チーム）の指示に基づき、安定ヨウ素剤の配布を行う場

所の開設及び運営を行う。 

県（医療救護チーム）は、医療等関係機関の協力を得て、医師、薬剤師、看護師

等からなる「安定ヨウ素剤班」を編成し、当該配布場所へ派遣する。 

    配布場所で活動を行う「会場運営班」及び「安定ヨウ素剤班」の標準的な構成を

以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※職種・人数等は状況に応じて対応 

 

 担当 職種 主な役割 標準の人数 構成機関 

会
場
運
営
班 

総務担当 

事務職員 

・会場運営の全体総括 

・避難住民等からの問い合

わせに対する対応 

1人以上 

被災市町村 
誘導担当 ・避難住民等の誘導 1人以上 

受付担当 
・避難住民等の受付 

・安定ヨウ素剤の配布 
1人以上 

安
定
ヨ
ウ
素
剤
班 

医師 

（責任者） 
－ 

・安定ヨウ素剤の調合 
 （薬剤師がいない場合） 

・診察（問診） 

・住民への説明・指導 

1人 

県及び医療

等関係機関 
薬剤師 － 

・安定ヨウ素剤の調合 

・住民への説明・指導 

・調査票の確認 

1人 

看護師 － 
・住民への説明・指導 

・調査票の確認 
1人 

連絡調整員 事務職員 
・安定ヨウ素剤の運搬 

・県本部との連絡調整 
1人 
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（４）服用の方法 

  ①服用対象者 

 次の者を除いて、安定ヨウ素剤の配布・服用指示を受けた時点で、対象地域に

所在する者全員が服用対象者となる。 

・服用不適切者（安定ヨウ素剤の成分又はヨウ素に対し、過敏症の既往歴のある者） 

・自らの意思で服用しない者 

 なお、慎重投与の必要性がある者（ヨ－ド造影剤過敏症、甲状腺機能亢進症、

甲状腺機能低下症、腎機能障害、先天性筋強直症、高カリウム血症、低補体血

症性蕁麻疹様血管炎、肺結核、ジューリング疱疹状皮膚炎の既往歴のある者等）

については、医師と相談のうえ、服用するかどうかを本人が決定する。 

  ②服用回数 

 服用は原則として１回とする。 

 ２回目の服用を考慮しなければならない場合は、避難を優先させる。 

   

③服用量 

 対象者の年齢に応じ、以下のとおりとする。 

    年齢区分 ヨウ化カリウム   服用方法 

新生児  １６．３ｍｇ  内服液 １ｍｌ 

生後１ケ月以上３歳未満  ３２．５ｍｇ  内服液 ２ｍｌ 

３歳以上１３歳未満（小学生）     ５０ｍｇ  丸薬 １丸 

１３歳以上   １００ｍｇ  丸薬 ２丸 

 
   （注）内服液は、日本薬局方ヨウ化カリウムを水で溶解したもの（１ｍｌあたりヨウ化カリウムを

１６．３ｍｇ含有）を用いる。 

      丸薬は、医薬品ヨウ化カリウムの丸薬（１丸あたりヨウ化カリウム５０ｍｇ含有）を用いる。 

      ３歳以上で丸薬を服用できない場合は内服液を３歳以上１３歳未満は３ｍｌ、１３歳以上は

６ｍｌ服用する。 

      安定ヨウ素剤内服液は、安定性等を考慮し調整後２４時間までを目途に服用する。 

 

④二重服用対策 

 無用に複数回服用させることがないよう、服用者リストや服用券での管理、体

に印をつけるなどにより、防止する。 

 

⑤その他の留意事項 

 服用不適切者には避難を優先させるよう説明する。 

 避難が自発的にできない避難行動要支援者などで、服用の対象となる者に対し

ては、個別訪問して服用させるなど、対応方法を準備しておく必要がある。 

 安定ヨウ素剤の服用により副作用（火照り、頭痛、胸焼け、吐き気、関節痛、

下痢、ショック状態など）が発生するおそれがあるため、服用に当たっては、

すぐに医師等に相談できる体制をとっておく必要がある。 
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（５）配布の準備 

①内服液の調合 

 内服液の調合は、安定ヨウ素剤を備蓄している岐阜保健所、西濃保健所、同揖

斐センターにおいて、「安定ヨウ素剤内服液の調合方法」（資料１）により行う。 

 調合する量は、丸薬を服用できない場合も考慮し、対象地域の３歳未満人口に

対して十分な量となるよう決める。 

 秤取量等を、「安定ヨウ素剤内服液調合指図・記録書」（様式１）に記録する 

 

②運搬 

 「安定ヨウ素剤班」は、県（医療救護チーム）の指示に基づき、安定ヨウ素剤

の備蓄場所及び内服液の調合場所から、遮光措置を講じて、配布を行う一時集

結所等へ運搬する。 

 

（６）配布の手順 

     以下の手順に従って、避難住民等に安定ヨウ素剤を配布する。 

      ＜配置例＞ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①受付（会場運営班） 

 避難住民等を受付し、「安定ヨウ素剤の受領書 兼 問診票（様式２）」（以下「問

診票」という。）及び「安定ヨウ素剤の服用に関する留意事項（様式３）」を配

布する。 

 

②説明／③問診票の記入（安定ヨウ素剤班） 

 医師又は薬剤師は、「安定ヨウ素剤の配布に係る説明例」（資料２)等を用いて、

安定ヨウ素剤の服用の意義、服用対象者、服用方法、副作用等について説明し、

避難住民等に問診票を記入させる。 

⑤問診 

①受付・⑥配布 

④
問
診
票
確
認 

②説明 

出
入
口 

③問診票記入 

該当 

なし 

該当 

あり 

住民等 
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④問診票の確認（安定ヨウ素剤班） 

 医師からの指示のもと、薬剤師又は看護師は、「問診票」の内容を確認し、以下

のように対応する。 

     Ａ．全ての項目にチェックがされているか確認する。 

・チェックされていない項目がある場合は、記入するよう促す。 

・なお、薬剤に関する項目が不明の場合、お薬手帳などにより、薬剤師等が

確認の上、必要なチェックを行う。 

     Ｂ．Ａを踏まえて、下記の場合は「問診（医師）ブース」に誘導する。 

・不明（チェックできない）項目がある場合 

・「服用不適項目」に「はい」とチェックされている場合 

・「慎重投与項目」に 1 項目でも「はい」とチェックされている場合 

      Ｃ．上記以外の者（「問診票」の全ての項目に「いいえ」とチェックされている

者）に対しては、「問診票」右上の「配布対象」欄にチェック（レ印）を行

うとともに、配布対象者に安定ヨウ素剤等に関して疑問点がないことを確

認し、「受付・配布ブース」に誘導する。 

 

   ⑤問診（安定ヨウ素剤班） 

 医師は、「問診票」をもとに、避難住民等から聞き取りを実施する。 

 問診の結果、「服用不適項目」及び「慎重投与項目」に「該当項目なしと判断さ

れる場合」又は「慎重投与と判断される場合」は、受診者に服用希望の有無を

確認し、希望者に対しては、「問診票」右上の「配布対象」欄に、希望しない者

に対しては、「配布対象外」欄にそれぞれチェック（レ印）を行う。 

 また、「服用不適と判断される場合」又は「聞き取りを行っても不明」の場合は、

「診断票」右上の「配布対象外」欄にチェック（レ印）を行う。 

 問診終了後、受診者に「問診票」を返却し、「受付・配布ブース」に誘導する。 

 

⑥配布（会場運営班） 

 問診票の確認又は問診が終了した避難住民等から「問診票」を回収する。 

 服用可とされた者（「問診票」右上の「配布対象」欄にチェックされている者）

に対して、年齢に応じて安定ヨウ素剤を配布する。 

 丸薬が飲み込めない場合には、内服液を配布する。内服液は、容器（使い捨て）

に分けて配り、乳幼児には、スポイトを用いて直接服用させる。 

 配布した数量を「安定ヨウ素剤配布・回収記録」（様式４）に記録し、「安定ヨ

ウ素剤班」責任者（医師）に報告する。「安定ヨウ素剤班」（連絡調整員）は、

当該記録票により、安定ヨウ素剤の配布状況を県災害対策本部（医療救護チー

ム）及び県支部（保健班）に報告する。 
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（図３）安定ヨウ素剤の配布の流れと役割分担 

 

（７）安定ヨウ素剤の維持と管理 

    安定ヨウ素剤の丸薬や内服液調合のための医薬品ヨウ化カリウム等は、原子力災

害の発生に備え、あらかじめ準備し、医薬品の貯法に従い適正に管理する。 

保管に当たっては、直射日光等を遮り保管する。 

また、使用期限（製造後３年間）については定期的に在庫確認を行い、期限が切

れる前に買い換えるなどにより常に適正量を維持する。 

なお、本県の備蓄状況は、以下のとおりとなっている。 

 

①岐阜県における備蓄状況 

＜現物備蓄＞ 

岐阜保健所 西濃保健所 揖斐センター 防災交流ｾﾝﾀｰ 合計 

12.1万人分 30.3万人分 4.6万人分 9.4万人分 56.4万人分※ 

※揖斐川町を含む西濃・岐阜圏域の１２市町の人口分に相当 

※約 2割の余裕を見込んでおり、十分な量を確保 

 

 

 

 

 住民 市町村職員 医師 薬剤師・看護師 

①受付     

②説明     

③問診

票記入 

    

④問診

票確認 

    

⑤問診     

⑥配布     

問診票配布 

 

 

 

問診票確認 

診断（問診） 

 

配布しない 

配布 

問診票 回収 

 個人の判断 

禁忌 

慎重投与 

服用可 

服用 

しない 

服用希望 

該当項目なし 

該当項目

あり、不明 

問診票記入 

安定ヨウ素剤の説明 
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②安定ヨウ素剤（原材料）の規格及び貯法 

名称 規  格 貯  法 

ヨウ化カリウム丸 

１丸中に日本薬局

方ヨウ化カリウム

を 50mg含有する。

1,000丸包装 

・室温、遮光した気密容器。

開封後は湿気を避ける 

・投薬時は本品は吸湿性が

あり、直接手で触れない 

日本薬局方ヨウ化カリウム １本 500g ・遮光した気密容器 

日本薬局方注射用水 １本 500mL ・室温保存 

日本薬局方単シロップ １本 500mL ・気密容器 

 

（８）安定ヨウ素剤の回収又は廃棄 

   配布しなかった安定ヨウ素剤の丸薬は、全て回収する。なお、使用期限（調整後

24 時間）の過ぎた安定ヨウ素剤内服液は下水等へ廃棄する。回収にあたっては、「安

定ヨウ素剤配布・回収記録」（様式４）に記録する。 

 

３ 避難退域時検査及び簡易除染 

（１）目的 

避難住民等の迅速な避難を確保しつつ、放射性物質が付着していないことを検査し、

被災地域外への移動に問題がないことを確認するために「避難退域時検査」を実施

するとともに、その結果に基づき、「簡易除染」を実施する。 

 

（２）検査の概要 

    避難退域時検査及び簡易除染は、「図４ 検査手順」に従って行う。 

    自家用車やバス等の車両を利用して避難をする住民の検査は、乗員の検査の代用

として、まず車両の検査を行い、この結果が 40,000cpm（β線）以下でない場合には、

乗員の代表者（避難行動が同様の行動をとった集団のうちの 1 名）に対して検査を

行う。この代表者がＯＩＬ４（※）以下でない場合には、乗員の全員に対して検査を行

う。 

    携行物品の検査は、これを携行している住民がＯＩＬ４以下でない場合にのみ検

査を行う。 

    検査の結果、ＯＩＬ４以下でない住民、40,000cpm（β線）以下でない車両及び携

行物品には簡易除染を行う。簡易除染によってもＯＩＬ４以下にならない住民は除

染が行える機関で除染を行い、簡易除染によっても 40,000cpm（β線）以下にならな

い車両や携行物品については検査場所での一時保管などの措置を行う。 

 

    ※ＯＩＬ４ 

     ・指針に定める除染基準（不注意な経口摂取、皮膚感染からの外部被ばくを 

防止するため、除染を講じるための基準） 

     ・初期設定値（放射性物質の放出から 1か月以内） 

β線：40,000cpm（皮膚から数 cmでの検出器の計数率） 
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（図４）検査手順 

 

     （出典）原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル（原子力規制庁） 

（３）検査の体制 

   県災害対策本部（医療救護チーム）は、避難退域時検査場所を開設・運営すると

ともに、医療等関係機関の協力を得て、「汚染検査班」を編成し、当該検査場所へ派

遣する。 

   被災市町村は、当該検査場所へ要員等を派遣し、県が実施する避難退域時検査に

協力する。 

   検査場所で活動を行う「会場運営班」及び「汚染検査班」の標準的な構成を以下

に示す。 

 担当 職種 主な役割 標準の人数 構成機関 

会
場
運
営
班 

総務担当 

事務職員 

・会場運営の全体総括（県職員） 

・避難住民等からの問い合わせに

対する対応 

1名以上 

県及び被災

市町村 誘導担当 ・避難車両、避難住民等の誘導 
1ライン 

1名以上 

受付担当 
・検査の受付 

・通過証の交付 
３名以上 

汚
染
検
査
班 

検査責任

者及び補

佐 
診療放射

線技師等 

  

・検査の全体総括（県職員） 

・県本部との連絡調整（検査及び

簡易除染の状況、バックグラウ

ンド状況等の報告） 

・バックグラウンドの測定、検査

責任者へ各担当の活動状況の

報告 

２人 

県及び医療

等関係機関 

車両指定

箇所検査

担当 

・表面汚染検査用の放射線測定器

による車両の指定箇所検査 

1ライン 

1名以上 
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   ※職種・人数等は状況に応じて対応 

 

（４）資機材の準備 

検査及び簡易除染に必要となる資機材を以下に例示する。 

数量等は設置ライン数等に応じて調整する。 

＜検査及び簡易除染用の資機材の例＞ 

個人防護装備（※） 
不織布防護服、綿手袋、ゴム手袋、サージカルマスク、キャップ（帽

子）、シューズカバー、個人被ばく線量計（ポケット線量計） 等 

放射線測定器 
表面汚染検査用（GMサーベイメータ）、 

空間線量率用（NaIシンチレーション式サーベイメータ） 

養生資材 養生用シート、粘着テープ等、サーベイメータ用ラップ 

簡易除染用品 

養生用シート、粘着テープ、ウェットティッシュ、ウエス、洗車用ブラ

シ、ビニールシート、大小ポリ袋、帽子、綿手袋、ゴム手袋、サージカ

ルマスク、着替え用衣類とタオル等 

     ※会場運営班等で汚染の可能性のないエリアで活動する者は、綿手袋のみなど、装備を軽減 

 

（５）実施手順 

   以下の手順に従って、避難退域時検査及び簡易除染を実施することとし、その具体

的な実施方法については、「避難退域時検査及び簡易除染の実施方法」（資料３）によ

るものとする。 

 

 ■外部被ばく線量の測定 

 避難退域時検査に従事する者は、個人被ばく線量計を着用する。 

 測定した外部被ばく線量は集計表に記入し、検査責任者へ報告する。 

 

■バックグラウンドの測定 

 検査責任者の補佐は、検査場所の屋内・外の測定点（２カ所程度）において、空間

線量率用の放射線測定器（NaIシンチレーション式サーベイメータ）を使って、検査を

開始する前及び検査中 1時間に 1回程度、バックグラウンドを測定する。 

車両確認

検査及び

簡易除染

担当 

・表面汚染検査用の放射線測定器

による車両の確認検査及び簡

易除染後の簡易除染の効果の

確認 

・車両の簡易除染 

1ライン 

２人以上 

住民指定

箇所検査

担当 

・表面汚染検査用の放射線測定器

による住民の指定箇所検査 

1ライン 

1人以上 

住民確認

検査及び

携行物品

検査並び

に簡易除

染担当 

・表面汚染検査用の放射線測定器

による住民の確認検査及び携

行物品の検査並びに簡易除染

後の簡易除染の効果の確認 

・住民及び携行物品の簡易除染及

びその補助（説明・指導等） 

1ライン 

２名以上 
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 測定結果を記録票に記入し、検査責任者へ報告する。 

 

■車両検査（屋外） ＜配置例＞ 

 

①車両指定箇所検査 

 検査員は、車両を検査位置で停止させ、サイドブレーキをかけさせる。 

 検査の概要を説明したうえ、車両ナンバー、乗員人数等を確認し、検査票（車両）

に必要事項を記入する。 

（例）「これから基準値を超える汚染がないかの検査を行います。乗車されている 

のは全員で何名ですか。」 

「はじめに車両の検査を行います。車両に基準を超える汚染があった場合は、 

乗員の代表者の検査を行います。その代表者に基準値を超える汚染が確認さ

れれば全員検査を行うことになります。」 

 検査員は、指定された箇所（タイヤ／ワイパー部）の検査を実施する。 

 検査結果を検査票（車両）に記入し、避難住民等に配布する。 

 6,000cpm超過の場合は、避難住民等を②車両確認検査に誘導する。 

（例）「基準値を超える汚染がある疑いがありますので、より詳しく車両の検査を行

います。車両確認検査場所へ移動し、この検査票を係の者に渡して、検査を

受けて下さい。」 

 6,000cpm以下の場合は、避難住民等を③書面交付に誘導する。 

（例）「基準値以下でしたので、これで検査終了です。あちらの通過証交付場所でこ

の検査票を係の者に渡して、通過証の交付を受けて下さい。」 

 

②車両確認検査 

 検査員は、車両を検査位置で停止させ、サイドブレーキをかけさせる。 

 検査員は、避難住民等から検査票（車両）を受け取り、検査の説明を行う。 

（例）「車両に基準値を超える汚染の疑いがありましたので、詳しく検査します。」 

＜住民検査（屋内）＞ 

車両 

待機 

場所 

①車両 

指定箇所

検査 
②車両 

確認検査

及び 

簡易除染 

一時保管 

場所 

③書面

交付 

入口 出口 
道路 

基準以下 

 住民等 

基
準
超
過 

基
準
以
下
で
な
い

可
能
性
あ
り 

一時駐車場 
（代替車両・除染

後基準以下車両） 
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 検査員は、検査対象車両の全面の検査（検査員による検査が可能な範囲の測定）を

実施し、検査結果を検査票（車両）に記入する。 

 40,000cpm以下の場合は、避難住民等に検査票（車両）を返却し、③書面交付に誘

導する。 

（例）「詳しく検査した結果、基準値以下でしたので、これで検査終了です。あち

らの通過証交付場所でこの検査票を係の者に渡して、通過証の交付を受け

て下さい。」 

 40,000cpm 超過の場合は、基準値を超えた箇所の簡易除染（拭き取り、洗い流し）

を行い、再度、確認検査を実施する。 

 OIL4以下となった場合は、車両を「一時駐車場」へ移動させるとともに、避難住民

等に検査票（車両）を返却し、＜住民検査（屋内）＞に誘導する。 

（例）「除染を行い基準値以下となりましたので、車両を一時駐車場に移動させて

下さい。次に、乗員の方の検査を行いますので、手荷物を持って、〇〇（住

民検査会場）へ移動して下さい。そこで係の者に、この検査票を渡して検

査を受けて下さい。」 

 OIL4以下にならない場合は、再度、簡易除染及び確認検査を実施する。 

 それでもなお OIL4 以下にならない場合は、車両を一時保管場所へ移動させるとと

もに、避難住民等に検査票（車両）を返却し、＜住民検査（屋内）＞に誘導する。

（一時保管する車両の所有者氏名、連絡先等を検査票（車両）に記入しておく。） 

（例）「除染を行いましたが基準値以下となりませんでしたので、車両を一時保管

場所に移動させて下さい。次に、乗員の方の検査を行いますので、手荷物

を持って、〇〇（住民検査会場）へ移動して下さい。そこで係の者に、こ

の検査票を渡して検査を受けて下さい。」 

 

③書面交付 

 受付担当は、避難住民等から検査票（車両）を受け取る。 

 検査結果を確認し、人数分の通過証を配布する。 

（例）「通過証をお渡ししますので、1 人 1 枚渡して下さい。通過証に氏名を記入

し、避難所の受付に提出して下さい。これで検査終了です。」 

 避難住民等に傷病者がいる場合は、「医療救護班」へ対応を依頼する。 
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■住民検査（屋内） 

＜配置例＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①受付 

 受付担当は、避難住民等から検査票（車両）を受け取る。 

 受付担当は、避難住民等の避難行動を確認する。同様の避難行動をとった集団ごと

にグループ分けを行い、検査を行う代表者を選ばせる。 

（例）「ここでは、まず乗員の代表者の方の検査を行います。その代表者に基準値を

超える汚染が確認されれば全員検査を行うことになります。同様の避難行動

をとった方々の中から、検査を行う代表者を選んで下さい。」  

 グループごとに同一の検査番号を記した検査票（住民）を配布する。 

・代表者には代表者欄にチェック（レ印）を行う。 

・受領した（検査票（車両）に、配布した検査票（住民）の検査番号を記入して

おく。 

 代表者を②住民指定箇所検査に誘導するとともに、同一行動者（代表者と検査番号

が同一である者）には、待機場所で待機するよう案内する。 

（例）「代表者の方は、検査票を持って、住民指定箇所検査場所へ移動して下さい。

その他の方は、代表者の方の検査が終わるまで、待機場所でお待ち下さい。」 

 

②住民指定箇所検査 

 検査員は、代表者から検査票（住民）を受け取る。 

 検査員は、指定された箇所（頭部・顔面／手指及び掌／靴底）の検査を実施する。 

 検査結果を検査票（住民）に記入し、代表者に返却する。 

 6,000cpm超過の場合は、代表者を③住民確認検査に誘導する。 

（例）「基準値を超える汚染がある疑いがありますので、詳しい検査を行います。住

①受付 

④書面 

 交付 

出口 

③住民確認検査及び携行

物品検査並びに簡易除染 ②住民指定 

箇所検査 

一時保管場所 

基準以下 

基準以下 

基準以下でな

い可能性あり 

入口 

待機 

場所 
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民確認検査場所へ移動し、この検査票を係の者に渡して、検査を受けて下さ

い。」 

 6,000cpm 以下の場合は、代表者及び同一行動者を④書面交付に誘導する。 

（例）「基準値以下でしたので、これで検査終了です。待機されている方々と一緒に

通過証交付場所に移動して下さい。そこで、この検査票を係の者に渡して通

行証の交付を受けて下さい。」 

 

③住民確認検査 

 検査員は、検査対象者から検査票（住民）を受け取る。 

 検査員は、検査対象者の全面の検査を実施し、検査結果を検査票（住民）に記入す

る。 

 OIL4 以下の場合は、検査対象者に検査票（住民）を返却し、④書面交付に誘導す

る。 

（例）「基準値以下でしたので、これで検査終了です。待機されている方々と一緒

に通過証交付場所に移動してください。そこで、この検査票を係の者に渡

して通行証の交付を受けて下さい。」 

 OIL4超過の場合は、検査対象者の簡易除染（脱衣、拭き取り、洗い流し）と携行物

品の検査（可能な範囲で表面全面の測定）を実施する。 

   また、「住民指定箇所検査担当」に、同一行動者の指定箇所検査を実施するよう連

絡するとともに、「車両確認検査及び簡易除染担当」に、当該住民が乗車していた

車両の車内検査を実施するよう連絡し、OIL4 以下でなかった場合には、あわせて

車内の簡易除染を実施する。 

（例）「基準値を超えていましたので、除染と手荷物の検査を行います。また、待

機されている方々と車内の検査もあわせて行います。」 

 再検査の結果、OIL4以下となった場合は、検査対象者に検査票（住民）を返却し、

④書面交付に誘導する。 

（例）「除染の結果、基準値以下でしたので、これで検査終了です。あちらの通過

証交付場所で、この検査票を係の者に渡して通行証の交付を受けて下さい。」 

 OIL4以下にならない場合は、再度、簡易除染及び確認検査を実施する。 

 それでもなお OIL4以下にならない場合は、検査対象者に状況を説明の上、「被ばく

医療機関」（災害拠点病院等）への搬送について調整を行う。（搬送手続きについて

は、「５ 搬送」を参照） 

（例）「除染を行いましたが、基準値以下となりませんでした。内部被ばくの恐れ

があるため、〇〇（災害拠点病院等）で、より精密な検査（治療）を行い

ます。」 

 

④書面交付 

 受付担当は、避難住民等から検査票（住民）を受け取る。 

 検査結果を確認し、通過証を配布する。 
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（例）「通過証をお渡しします。通過証に氏名を記入し、避難所の受付に提出して

下さい。これで検査終了です。」 

 避難住民等に傷病者がいる場合は、「医療救護班」へ対応を依頼する。 

 

■集計・報告 

 受付担当は、受領した検査票（車両／住民）を定期的に検査責任者（補佐）へ提

出する。 

 検査責任者（補佐）は、提出された検査票（車両／住民）を基に報告書を作成し、

県災害対策本部（医療救護チーム）及び県支部（保健班）に定時報告を行う。 

 

 

【使用様式】 

（様式５）個人被ばく線量計（ポケット線量計）  集計表 

（様式６）避難退域時検査バックグラウンド記録票 記録票 

（様式７）避難退域時検査票（車両検査）     検査票（車両） 

（様式８）避難退域時検査票（住民検査）     検査票（住民） 

（様式９）避難退域時検査場所通過証       通過証 

（様式 10）避難退域時検査状況報告書       報告書 

 

 

４ 医療救護及び健康管理 

（１）医療救護班の活動 

   医療救護班は、県又は市町村の要請に基づき、県が設置する避難退域時検査場所

や、市町村が設置する避難所（救護所）のほか、医師等が不足する診療可能な医療

機関において、汚染のない傷病者等への医療救護活動を行う。 

   「医療救護班」の標準的な構成を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※職種・人数等は状況に応じて対応 

 

 

 

 担当 職種 主な役割 標準の人数 構成機関 

医
療
救
護
班 

医師 

（責任者） 
－ 

・診察 

・傷病者の後方医療機関へ

の転送の可否及び優先順

位の決定（トリアージ） 

1人 

医療等 

関係機関 
看護師 － 

・診察の補助 

・傷病者に対する応急処置 

・看護 

２人 

薬剤師 － 
・医薬品等の供給 

・服薬指導 
1人 

連絡調整員 事務職員 
・処置内容・結果の記録 

・県本部との連絡調整 
1人 
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（２）健康管理班の活動 

   健康管理班は、県又は市町村の要請に基づき、市町村が設置する避難所（救護所）

において、感染性疾患の蔓延や栄養不良、ストレスによる被災者の心や身体の健康

状態の悪化を予防するための保健活動を行う。 

   「健康管理班」の標準的な構成を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※健康管理班が派遣できない場合は、医療救護班の医師及び看護師が、必要に応じ

て避難住民等の健康相談等を行う。 

 

５ 搬送 

（１）搬送手配 

①汚染のある傷病者等の搬送 

簡易除染後の検査においてＯＩＬ４を超えた者及びその他災害拠点病院等への搬

送が必要な者が発生した場合は、「汚染検査班」（検査責任者の補佐）は、県災害対

策本部（医療救護チーム）及び県支部（保健班）あて「搬送患者報告（依頼）票」（様

式 11）により報告する。 

県災害対策本部（医療救護チーム）は、医療機関への受け入れ体制の確認を行っ

た後、搬送ルートの確認を行うとともに、管轄の消防本部等に搬送依頼を行い、搬

送手段を確保し、「汚染検査班」へ連絡するものとする。なお、医療機関及び搬送機

関には、被ばく・汚染のあることを事前に必ず伝えるとともに、「避難退域時検査票

（住民検査）」及び「搬送患者報告（依頼）票」を送付するなど、事前の受入準備の

確保を図るものとする。 

搬送先等の確保の連絡を受けた「汚染検査班」は、搬送機関に対し搬送要請を行

う。 

 

②汚染のない傷病者等の搬送 

避難退域時検査の結果、基準値以下となった者の中に、傷病等により一般医療機関

への搬送が必要な者が発生した場合は、「医療救護班」（連絡調整員）は、県災害対

策本部（医療救護チーム）及び県支部（保健班）あて「搬送患者報告（依頼）票」（様

式 11）により報告する。 

県災害対策本部（医療救護チーム）は、必要に応じ県支部（保健班）とも連携し

て、一般医療機関への受け入れ体制の確認を行った後、搬送ルートの確認を行うと

 担当 職種 主な役割 標準の人数 構成機関 

健
康
管
理
班 

医師 

（責任者） 
－ ・健康相談等 1人 

医療等 

関係機関 

保健師又は

看護師 
－ 

・健康相談の補助（医療関

係） 
２人 

栄養士 － 
・健康相談の補助（飲食等

の関係） 
1人 

連絡調整員 事務職員 
・相談結果等の記録 

・県本部との連絡調整 
1人 
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ともに、管轄の消防本部等に搬送依頼を行い、搬送手段を確保し、「医療救護班」へ

連絡するものとする。なお、医療機関及び搬送機関には、被ばく・汚染のないこと

を事前に必ず伝えるとともに、「避難退域時検査票（住民検査）」及び「搬送患者報

告（依頼）票」を送付するなど、事前の受入準備の確保を図るものとする。 

搬送先等の確保の連絡を受けた「医療救護班」は、搬送機関に対し搬送要請を行

う。 

＜搬送手配＞ 

 汚染のある傷病者等の搬送 汚染のない傷病者等の搬送 

搬送判断 汚染検査班（検査責任者） 医療救護班（医師） 

搬送先調整 県災害対策本部（医療救護チーム） 

連絡内容 ・搬送患者報告（依頼）票 

・避難退域時検査票（住民検査） 

※被ばく・汚染があることを説明す

ること 

・搬送患者報告（依頼）票 

・避難退域時検査票（住民検査） 

※被ばく・汚染がないことを説明する

こと 

搬送要請 汚染検査班（検査責任者の補佐） 医療救護班（連絡調整員） 

搬送機関 消防機関等 

搬送先 災害拠点病院等 一般医療機関 

 

（２）防護措置等 

汚染のある傷病者等の搬送においては、以下の点に注意する。 

①傷病者等の保護 

 傷病者等は、毛布又はシーツ等で包み、担架に乗せる。 

 傷病者等が負傷している時には、応急手当をしてから、脈拍、血圧の測定、また、

静脈内輸液に備える必要がある場合には、片側の腕をシーツ等から出しておく。 

 傷病者等が嘔吐する場合備え、あらかじめ適切な廃棄物収納袋を準備する。 

 搬送機関に対して、避難退域時検査票（住民検査）及び搬送患者報告（依頼）票

を事前に送付するなど事故発生の状況及び被災者の状態、被ばくや汚染の状況等

について連絡すること。 

 

②従事者の防護 

 汚染拡大防止を図るため、搬送従事者はゴム手袋とマスクを着用し、汚染状況によ

っては防護服を着用する。 

 搬送従事者は、個人線量計を装着する。 

 搬送終了後は、搬送従事者及び救急車両等の資機材の汚染検査を行う。 

 

③搬送車両等の資機材の防護 

 搬送機関は、傷病者等の搬送にあたり、必要に応じ、次のような汚染拡大防止措

置等を講ずる。 

・搬送車両等のベッド、椅子のシート、床には、ビニールシート等を張っておく。 

・担架は、清潔な担架にビニールシート及び毛布又はシーツ等を敷いて使用する。 
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（様式１） 

安定ヨウ素剤内服液調合指図・記録書 
 

品名 安定ヨウ素剤内服液（５Ｌ） 

ロット番号  

調合日時     年  月  日   ： 

調合場所  

調合容器 ポリ容器（容量：５Ｌ） 

原料名 使用期限 秤取指示量 許容誤差 秤取量 
日本薬局方 

ヨウ化カリウム   81.5g ±0.01ｇ  

日本薬局方 

注射用水  2,500ml ±１ｍｌ  

日本薬局方 

単シロップ  2,500ml   －  

＜調製方法＞                                 ﾁｪｯｸ

欄    

① 日本薬局方ヨウ化カリウム８１．５ｇを正確に秤量する。            □ 

② 秤量したヨウ化カリウムを栓付メスシリンダーにとり、日本薬局方注射用水    □ 

 を用いて溶解し５００ｍｌとする。 

○3  溶解した溶液をポリ容器（５Ｌ）の中に入れる。                 □ 

○4  日本薬局方注射用水２Ｌをポリ容器（５Ｌ）へ加えて混和する。           □ 

 

⑤ 日本薬局方単シロップ２．５Ｌをポリ容器（５Ｌ）へ加えてよく混和し、均     □ 

 Ｌ）へ加えてよく混和し、均一な溶液とする。 

⑥ 密栓されていることを確認後、品名、調合日時、使用期限、保存方法（室温    □   

 保存）、ロット番号を記載したラベル等を容器にを貼付する。 

 

＜小分け・分注＞ 

○1  ポリ容器から茶色ガラス瓶（１Ｌ）にロートを用いて小分けし、密栓する。    □ 

○2  小分けしたごとに、品名、調合日時、使用期限、保存方法（室温・遮光保存）、    □ 

 ロット番号を記載したラベル等を容器に貼付する。 （小分け本数：    本） 

○3  茶色ガラス瓶に分注器をセットする。                     □ 

○4  キャップ付き容器（容量６ｍｌ）に２～３ｍｌを分注し、キャップをする。    □ 

⑤  分注量ごとに区分して保管する。（本数 ：2ml    本、3ml        本）   □ 

署名 調合者：          監査者： 
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（様式１裏面） 

 

調合量に対応する秤取量 

 

   調合量 局方ヨウ化カリウ

ム  

 局方注射用水  局方単シロップ 

 ５００ｍｌ     ８．１５ｇ    ２５０ｍｌ    ２５０ｍｌ 

   １Ｌ   １６．３ｇ    ５００ｍｌ    ５００ｍｌ 

   ２Ｌ   ３２．６ｇ      １Ｌ       １Ｌ 

   ５Ｌ   ８１．５ｇ    ２．５Ｌ     ２．５Ｌ 
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（様式２） 

 

 

安定ヨウ素剤予防服用に関する受領書 兼 問診票 

                        書類番号：       

説明場所名  

記入日 平成  年  月  日 

受領者氏名  

代理受領者氏名  

生年月日 （明治、大正、昭和、平成）  年  月  日 

性別 □ 男 □ 女 

記入者氏名  

あなたの年齢 
□ 新生児 □ 生後 1 カ月以上 3 歳未満 □ 3 歳以上小学校就学前 

□ 小学 1～6 年生 □ 中学生 1 年生以上 40 歳未満 □ 40 歳以上 

【女性のみ】 

妊娠中ですか？ 

□ はい 

□ いいえ 
 

【服用不適項目】 

1 

今までに安定ヨウ素剤の成分、または、ヨウ素に対し過敏症があると言わ

れたことがありますか？ 

（ポピドンヨード液（うがい薬に含まれます）及びルゴール液使用後並び

にヨウ化カリウム丸服用後にじんま疹や呼吸困難や血圧低下などのアレ

ルギー反応を経験したことがありますか） 

□はい 

□いいえ 

□不明 

 

【慎重投与項目】 

1 
今までにヨード造影剤過敏症（造影剤アレルギー）と言われたことがあり

ますか。 

□はい 

□いいえ 

□不明 

2 
今までに甲状腺の病気（甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症）があると

言われたことがありますか 

□はい 

□いいえ 

□不明 

3 今までに腎臓の病気や腎機能に障害があると言われたことがありますか。 

□はい 

□いいえ 

□不明 

4 今までに先天性筋強直症と言われたことがありますか。 

□はい 

□いいえ 

□不明 

5 今までに高カリウム血症と言われたことがありますか？ 

□はい 

□いいえ 

□不明 

6 今までに低補体血症性蕁麻疹様血管炎と言われたことがありますか。 

□はい 

□いいえ 

□不明 

7 
今までに肺結核（カリエス、肋膜炎なども含む）と言われたことがありま

すか。 

□はい 

□いいえ 

□不明 

□配布対象 

□配布対象外 
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8 今までにジューリング疱疹状皮膚炎と言われたことがありますか。 

□はい 

□いいえ 

□不明 

9 

現在、以下のお薬をお使いですか。 

「はい」の方は、該当する薬品にチェックを入れて下さい。 

□カリウム含有製剤、カリウム貯留性利尿剤、エプレレノン 

□リチウム製剤 

□抗甲状腺薬（チアマゾール、プロピルチオウラシル） 

□ＡＣＥ阻害剤、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤、アリスキレン 

フマル酸塩 

 

※慎重投与項目のうち、ひとつでも「はい」に該当する場合、医師と相談

のうえ安定ヨウ素剤服用をするかどうかを決めて下さい。 

□はい 

□いいえ 

□不明 

 

【確認事項】 

1 
安定ヨウ素剤の効能・効果（どのように、何に効くか等）について説明

を受け、理解しましたか。 

□はい 

□いいえ 

2 
安定ヨウ素剤の服用方法（飲み方、飲むタイミング）について説明を受

け、理解しましたか。 

□はい 

□いいえ 

3 
安定ヨウ素剤服用以外の放射線防護、原子力防災について説明を受け、

理解しましたか。 

□はい 

□いいえ 

4 
安定ヨウ素剤を飲むことによって得られる利益（甲状腺がんのリスクが

低下する程度など）について説明を受け、理解しましたか。 

□はい 

□いいえ 

5 
安定ヨウ素剤の副作用を含め、リスクについて説明を受け、理解しまし

たか。 

□はい 

□いいえ 

6 
併用した場合に使用に注意を要する薬品について説明を受け、理解しま

したか。 

□はい 

□いいえ 

7 
安定ヨウ素剤を飲まない場合の対応方法や予想される結果などについ

て説明を受け、理解しましたか。 

□はい 

□いいえ 

８ すでに安定ヨウ素剤を服用しましたか。 
□はい 

□いいえ 

安定ヨウ素剤の服用に関する注意事項の説明を受け、副作用の可能性についても理解

し、安定ヨウ素剤を受け取りました。また、受け取った安定ヨウ素剤は、第三者に譲り

渡さず、不要となった場合には返却を行います。 

 

受領者氏名：                 

 

                代理受領者氏名：               

（注）代理受領の方へ 

代理で受領された方は、安定ヨウ素剤をお渡しになる前に、本人に本紙の内容を

確認してください。服用不適項目に該当する場合には、絶対に服用させないでくだ

さい。後日、安定ヨウ素剤の返却をお願いします。 
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（様式３） 

安定ヨウ素剤の服用に関する留意事項 

 

【禁止事項】 

・国や地方公共団体からの指示に基づき服用して下さい。それ以外には服用し

ないで下さい。 

・ヨウ素を含む医薬品を服用した後、呼吸困難や血圧低下などの症状を経験さ

れた方、及びヨウ素アレルギーと診断されたことのある方は、絶対服用しな

いで下さい。 

・第三者に譲り渡さないで下さい。 

 

【服用方法】 

・安定ヨウ素剤は、放射性ヨウ素の甲状腺への取り込みを抑制する効果があり

ますが、それ以外の放射性防護効果はありません。緊急時の避難や一時移転

と併せて服用して下さい。 

・以下の服用量を必ず守ってください。多く服用しても、防護効果は上がりま

せん。    

３歳以上１３歳未満 １丸 

１３歳以上 ２丸 

  ※３歳未満のお子さんや錠剤が飲み込めない方は、液剤を年齢に応じた量

服用します。 

・国や地方公共団体から特別な指示がない限り、複数回にわたり服用はしない

で下さい。 

・万が一、ご自身やご家族の方が体調に異変（呼吸困難、関節痛、発疹など）

を感じた場合には、会場内の医師又は相談窓口（連絡先：〇〇）にご連絡く

ださい。 

 

【保管方法】 

・受け取られた安定ヨウ素剤を保管する場合は、直射日光の当たらない、湿気

の少ない場所で保管して下さい。湿度が高い場所（夏の車中、火元の近くな

ど）に長時間放置することは避けて下さい。 

 

受取日：平成   年  月  日 

 

【連絡先】 

〇〇町〇〇課（担当：   ） 

TEL： 

メール： 

HP： 
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（様式４） 

           安定ヨウ素剤の配布・回収記録  

１ 配布記録 
 配布機関  

 配布施設名  

 配布年月日  

 配布責任者名  

 配布量 丸薬：                              丸 

 

内服液：１Lビン       ：           本 

 

    ２ｍｌを分注した容器：          個 

 

    ３ｍｌを分注した容器：          個 

 
 

２ 回収記録 
 回収機関  

 回収施設名  

 回収年月日  

 回収責任者名  

 回収量 丸薬：                              丸 

 

内服液：１Lビン       ：           本 

 

    ２ｍｌを分注した容器：          個 

 

    ３ｍｌを分注した容器：          個 
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（様式５） 

個人被ばく線量計（ポケット線量計）集計表 

 
線量計

番号 

積算ﾘｾｯﾄ確認 装着部位 装着者氏

名 

装着開始時

間 

装着中確認

時間 

装着終了時

間 

返却時

電源 

線量 線量 線量 

例 ☑積算ﾘｾｯﾄ □胸部 

（男性） 

□腹部 

（女性） 

岐阜太郎 9:15 11:20 16:50 ☑OFF 
０ μＳｖ 

ｍＳｖ 

0.3 μＳｖ 

ｍＳｖ 

1.2 μＳｖ 

ｍＳｖ 

 □積算ﾘｾｯﾄ □胸部 

（男性） 

□腹部 

（女性） 

  : : : □OFF 
μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 
 

 □積算ﾘｾｯﾄ □胸部 

（男性） 

□腹部 

（女性） 

  : : : □OFF 
μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 
 

 □積算ﾘｾｯﾄ □胸部 

（男性） 

□腹部 

（女性） 

  : : : □OFF 

μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 
 

 □積算ﾘｾｯﾄ □胸部 

（男性） 

□腹部 

（女性） 

  : : : □OFF 

μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 
 

 □積算ﾘｾｯﾄ □胸部 

（男性） 

□腹部 

（女性） 

  : : : □OFF 
μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 
 

 □積算ﾘｾｯﾄ □胸部 

（男性） 

□腹部 

（女性） 

  : : : □OFF 
μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 
 

 □積算ﾘｾｯﾄ □胸部 

（男性） 

□腹部 

（女性） 

  : : : □OFF 

μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 
 

 □積算ﾘｾｯﾄ □胸部 

（男性） 

□腹部 

（女性） 

  : : : □OFF 

μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 
 

 □積算ﾘｾｯﾄ □胸部 

（男性） 

□腹部 

（女性） 

  : : : □OFF 
μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 
 

 □積算ﾘｾｯﾄ □胸部 

（男性） 

□腹部 

（女性） 

  : : : □OFF 
μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 
 

 □積算ﾘｾｯﾄ □胸部 

（男性） 

□腹部 

（女性） 

  : : : □OFF 
μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 

μＳｖ 

ｍＳｖ 
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（様式 6） 

避難退域時検査バックグラウンド記録票 

 

測定年月日：平成  年  月  日 

      天候（       ） 

測定器型式                

校正日、校正定数              

 

 測定時刻 
測定値（μSv／h） 

備考 
地点１ 地点２  

1 
(1)  ： 

(2)  ： 

    

2 
(1)  ： 

(2)  ： 

    

3 
(1)  ： 

(2)  ： 

    

4 
(1)  ： 

(2)  ： 

    

5 
(1)  ： 

(2)  ： 

    

6 
(1)  ： 

(2)  ： 

    

7 
(1)  ： 

(2)  ： 

    

8 
(1)  ： 

(2)  ： 

    

9 
(1)  ： 

(2)  ： 

    

10 
(1)  ： 

(2)  ： 

    

 

 

測定者              
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（様式 7） 

避難退域時検査票（車両検査） 

検査場所  ※車両を一時保管する場合のみ記入 

日時 
平成   年  月  日 

        時  分 

（ふりがな） 

所有者名 

 

車両番号 
 

住所 
〒    - 

乗員数            人 連絡先  

1.車両指定箇所検査 
 

検査箇所 （〇or×） 

右タイヤ 前  

後  

左タイヤ 前  

後  

ワイパー  
※毎秒 10cm の速度で移動させ測定した値が 6,000cpm を超えていないか確認。超

えなければ〇、超えたら×を記入。 

＜判定：〇で囲む＞ 

 

・基準値以下 

  →検査完了 

 

・基準値超の疑い 

  →車両確認検査へ 

2､車両確認検査 
                （単位：cpm） 

検査箇所 確認検査値 簡易除染後 

   

   

   

   

   
※有意に指示値が高い箇所で、約 10秒固定して測定した値が 40,000cpm 以下かを

確認。 

【汚染箇所略図】 

         

 

 

・基準値以下 

  →検査完了 

 

・基準値超 

  →代表者確認検査へ 

 

  →＜車両簡易除染＞ 

     ・基準値以下 

       →検査完了 

     ・基準値超 

       →車両保管 

         

3.車内検査（乗員の確認検査値が基準を超えた場合のみ） 
（単位：cpm） 

検査箇所 検査（〇or×）※１ 確認検査値※２ 簡易除染後※２ 

    

    

    

    

    
※１ 毎秒10cmの速度で移動させ測定した値が6,000cpmを超えていないか確認。

超えなければ〇、超えたら×を記入。 

※２ 有意に指示値が高い箇所で、約 10秒固定して測定した値が 40,000cpm 以下

かを確認。 

 
・基準値以下 

  →車内検査完了 

 

・基準値超 

  →＜車内簡易除染＞ 

     ・基準値以下 

       →検査完了 

     ・基準値超 

       →車両保管 

 

※住民検査を受ける

場合のみ記入 
住民検査番号 No 

後

ろ 

前

ろ 

右

ろ 

左

ろ 
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（様式 8） 

避難退域時検査票（住民検査） 

住民検査番号 No □代表者 

1.住民指定箇所検査 
 

検査箇所 （〇or×） 

頭・顔  

手指・掌 右  

左  

靴底 右  

左  
※毎秒 10cm の速度で移動させ測定した値が 6,000cpm を超えていないか確認。超

えなければ〇、超えたら×を記入。 

＜判定：〇で囲む＞ 

 

・基準値以下 

  →検査完了 

 

・基準値超の疑い 

  →住民確認検査へ 

2､住民確認検査 
                （単位：cpm） 

検査箇所 確認検査値 簡易除染後 

   

   

   

   

   
※有意に指示値が高い箇所で、約 10秒固定して測定した値が 40,000cpm 以下かを

確認。 

【汚染箇所略図】 

         
 

 

・基準値以下 

  →検査完了 

 

・基準値超 

  →携行物品検査へ 

 

  →全員検査へ（代表者の場合） 

 

  →車内検査へ（代表者の場合） 

 

  →＜住民簡易除染＞ 

     ・基準値以下 

       →検査完了 

     ・基準値超 

       →医療機関へ 

     

 

3.携行物品検査（検査対象者の確認検査値が基準を超えた場合のみ） 
（単位：cpm） 

検査箇所 検査（〇or×）※１ 確認検査値※２ 簡易除染後※２ 

    

    

    

    

    
※１ 毎秒10cmの速度で移動させ測定した値が6,000cpmを超えていないか確認。

超えなければ〇、超えたら×を記入。 

※２ 有意に指示値が高い箇所で、約 10秒固定して測定した値が 40,000cpm 以下

かを確認。 

 

・基準値以下 

  →携行物品検査完了 

 

・基準値超 

  →＜携行物品簡易除染＞ 

     ・基準値以下 

       →検査完了 

     ・基準値超 

       →携行物品 

の保管等 

※受検者記入欄（住民確認検査において基準値超となった場合のみ記入） 

（ふりがな） 

氏名 
 

住所 

〒    - 

性別 男 ・ 女 

生年月日 
明・大・昭・平 

    年  月  日（満  歳） 
連絡先  
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（様式 9） 

 

 

   

避難退域時検査場所 通過証 

 

 

氏   名 

 

 

 

生年月日  

大正 

昭和    年    月    日 

平成 

 

住   所 

 

 

 

通過年月日 

 

 

平成    年    月    日 

 

検査場所  

 

 

 

避難退域時検査場所を通過したことを証する。 

 

                      印 
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（様式 10） 

【避難退域検査場所→県災害対策本部（医療救護チーム）・県支部（保健班）】 
 

避難退域時検査状況報告書 

送信先 
岐阜県災害対策本部（医療救護チーム） 

岐阜県災害対策本部〇〇支部（保健班） 
区分 

・ 状況報告 

・ 完了報告 

発信日時 平成  年  月  日   時  分 手段 口頭・電話・FAX・ファイル 

発信者 
（所属） 

（氏名） 

 

（連絡先） 

（連絡内容） 

標題：避難退域時検査状況（結果）の報告について 

（内容） 

今回の原子力施設等の災害に関し、○○（検査場所）における検査の状況（結果）を、以下

のとおり報告します。 

 

【検査状況】 

  
検査済数 

基準（40,000cpm）超過数 検査場所通過者数

（通過証交付数） 確認検査後 簡易除染後 

車両検査 台 台 一時保管：    台 人 

住民検査 人 人 医療搬送：    人 人 

 

【特記事項】 

 

 

連絡事項

の処理 
平成 年 月 日  時 分 手段 口頭・電話・FAX・メール 

（連絡状況） 

□ 次回の報告は   時   分を予定しています。 

□ 作業完了のため、指示をお願いします。 
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（様式 11） 

【避難退域検査場所等→県災害対策本部（医療救護チーム）・県支部（保健班）】 

搬送患者報告（依頼）票 

送信先 
岐阜県災害対策本部（医療救護チーム） 

岐阜県災害対策本部〇〇支部（保健班） 
区分 

・ 搬送依頼 

・ 受け入れ要請 

・ 搬送報告 

発信日時 平成  年  月  日 時  分 手段 口頭・電話・FAX・ファイル 

発信者 
（所属） 

（氏名） 

 

（連絡先） 

（連絡内容） 

標題：医療施設への搬送を必要する者についての依頼について 

（内容） 

今回の原子力施設等の災害に関し、〇〇（検査場所等）での活動の結果生じた下記の者について 

□医療機関への搬送を必要としますので、搬送手段の確保を願います。 

□医療機関への搬送を必要としますので、受入施設の確保を願います。 

□医療機関への搬送を行いましたので、報告します。 

 

【搬送患者について】 

氏名 

（住所地） 

年齢 

性別 
搬送理由 その他負傷 伝達事項 

 

 

 

 

   才 

男・女 

○汚染部位： 

○汚染程度（除染後） 

 ・体表  cpm 

 ・外部  mSv 

○除染処理： 有・無 

○除染結果： 

 完了 ・  未了 

有 ・ 無 

 

負傷部位： 

程度： 

内容： 

○汚染に対する処置 

要（      ）・不要 

○創傷に対する処置 

 要（      ）・不要 

○その他 

【特記事項】（該当箇所をチェックする） 

□ヘリ等による緊急搬送を要する 

□汚染に対する防護及び除染処置が必要である 

□放射線障害以外の救急救命処置を要する 

 （                                       ） 

□その他 

 （                                       ） 

連絡事項の

処理 
平成 年 月 日  時 分 手段 口頭・電話・FAX・メール 

（連絡状況） 

□ 手配の可否について、  時  分までにご回答ください。 
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（資料１） 

安定ヨウ素剤内服液の調合方法 
 

１ 調合実施機関 

  岐阜保健所、西濃保健所、同揖斐センター 

 

２ 調合実施者 

  医師、薬剤師又はその指導により行う。 

 

３ 調製場所 

  粉塵等の少ない清潔な場所 

 

４ 調合方法 

 ① 日本薬局方ヨウ化カリウム８１．５ｇを正確に秤量する。 

 ② 秤量したヨウ化カリウムを栓付メスシリンダーにとり、日本薬局方注射用水を用い

て溶解し５００ｍｌとする。 

 ③ 溶解した溶液をポリ容器（５Ｌ）の中に入れる。 

 ④ 日本薬局方注射用水２Ｌ（５００ｍｌ＊４個）をメスシリンダーで測り取り、ポリ

容器（５Ｌ）へ加えて混和する。  

 ⑤ 日本薬局方単シロップ２．５Ｌ（５００ｍｌ＊５個）をポリ容器（５Ｌ）へ加えて

よく混和し、均一な溶液とする。 

 ⑥ 密栓されていることを確認後、品名、調合日時、ロット番号を記載したラベル等を

容器にを貼付する。 

 ⑦ 安定ヨウ素剤内服液調合記録（様式２）に必要事項を記入する。 

 ⑧ ポリ容器から茶色ガラス瓶（１Ｌ）にロートを用いて小分けし、密栓する。 

 ⑨ 小分けしたごとに、品名、調合日時、使用期限、保存方法（室温・遮光保存）、 

  ロット番号を記載したラベル等を容器に貼付する。 

 ⑩ 調合する量に応じて、①～⑨を繰り返す。 

 ⑪ 茶色ガラス瓶に分注器をセットする。 

 ⑫ キャップ付き容器（容量６ｍｌ）に２～３ｍｌを分注し、キャップをする。 

 ⑬ 分注した量ごとに区分して保管する。（新生児用のスポイトとともに保管する。） 

 

５ ロット番号について 

① ポリ容器のロット番号は、調合した順に、１、２、３、・・・とする。 

② 茶色ガラス瓶のロット番号は、ポリ容器のロット番号の後にハイフン（－）を付し、

続いて小分けした順を記載する。（例 １－１） 

 

６ その他の留意事項 

  調合に使用する器具、容器等は、使用前によく洗浄すること。（分注する容器（容量

６ｍｌ）を除く。） 

  異物が混入しないよう注意して調合作業を行うこと。 

  状況により、分注作業を市町村が指定した配布場所で行う場合がある。 
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安定ヨウ素剤の調合例 
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（資料２）      

安定ヨウ素剤の配布に係る説明例 

                                    

 受付でお配りした「安定ヨウ素剤予防服用に関する受領書兼問診票」について説明しま

す。 

 

１ 安定ヨウ素剤服用の意義 

  安定ヨウ素剤は、原子力発電所の事故時に放射性ヨウ素による甲状腺がんを防ぐため

の医薬品です。 

  放射性ヨウ素は体内に入るとノドにある甲状腺に集まって甲状腺がんを起こす可能性

があります。あらかじめ安定ヨウ素剤を服用することにより、放射性ヨウ素が甲状腺に

集まるのを防ぐことができるため、放射線防護対策として避難や一時移転と組みあわせ

て安定ヨウ素剤の服用を行います。 

 

２ 服用対象者 

  お手元の「安定ヨウ素剤予防服用に関する受領書兼問診票」を見てください。 

「服用不適項目」という欄に該当する方、すなわち、ヨウ素を含む医薬品（ポピドン

ヨード液（うがい薬）、ルゴール液（殺菌消毒薬）、ヨウ化カリウム丸など）を服用した

後、じんましん、呼吸困難や血圧低下などの症状を経験された方、及びヨウ素アレルギ

ーと診断されたことのある方は絶対に服用しないでください。 

その下の欄に「慎重投与項目」が９項目ありますが、このうちひとつでも該当する方

は、この後の問診で服用するかどうかを決めていただくことになります。かかりつけ医

に相談されたことがある場合は、その内容をお聞かせください。順に簡単に説明します。 

 

①ヨウ素過敏症 

   ヨウ素に対する特異体質の人に起こるアレルギー反応で、服用直後から数時間後に

発熱、関節痛、むくみ、発疹が起き、重篤な場合にはショック状態になることもあり

ます。 

②影剤過敏症 

   医療で用いられる造影剤にはヨウ素を含むものがあり、それによるアレルギー反応

は造影剤過敏症として知られています。 

 ③甲状腺機能異常症 

甲状腺の病気のうち、血液中の甲状腺ホルモン濃度が上昇する甲状腺機能亢進症やそ

の濃度が低下する甲状腺機能低下症の方は、ヨウ素を含む薬を服用することにより病状

が悪化する可能性があります。 

 ④腎機能障害、先天性筋強直症、高カリウム血症 

腎臓の病気や腎機能に障害がある方、先天性筋強直症や高カリウム血症の方がヨウ素

を含む薬を服用すると、血液中のカリウム濃度が上昇し、症状が悪化する可能性があり

ます。 

⑤低補体血症性蕁麻疹様血管炎 

血液中の免疫に関係するタンパク質の量が少なくなることによりおこる低補体血症

性蕁麻疹様血管炎の方は、ヨウ素に対して過敏のため、症状が悪化するといわれてい

ます。 
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⑥肺結核 

肺結核の方がヨウ素を含む薬を連続して服用すると、症状が悪化する可能性がありま

す 

⑦ジューリング疱疹状皮膚炎 

かゆみの強い水疱や発疹などが起こる慢性の皮膚病で、この病気の方はヨウ素に過敏

であり、症状が悪化するといわれています。 

低補体性血管炎とジューリング疱疹状皮膚炎は日本では極めて稀な病気です。 

 

さらに、次のページに示す薬剤を服用されている方は健康への影響が懸念されます。 

カリウムには、心臓や筋肉のはたらきを調整するなどの働きがあり、カリウムが体内

から失われている人などにカリウムを補給するための薬や血圧を下げる薬にもカリウム

が含まれているものがあります。安定ヨウ素剤はカリウムを含んでいるため、カリウム

を含んだ医薬品を服用されている場合は、その作用が強くあらわれる可能性があります。 

また、興奮状態の時に気分を落ち着かせる薬であるリチウム製剤を服用している方や、

バセドー氏病など甲状腺の病気の方は、安定ヨウ素剤を飲むことにより甲状腺の機能が

低下する可能性があります。ＡＣＥ阻害剤等は血圧を下げる作用があります。おくすり

手帳をお持ちの方は、問診票の確認の際にその旨を伝えてください。 

 

３ 安定ヨウ素剤の服用方法・タイミング 

   安定ヨウ素剤は、国の判断に基づき服用します。服用のタイミングは大変重要ですの

で、必ず指示に従ってください。 

３才以上は丸い錠剤を年齢に応じた量服用します。具体的には、３歳以上１３歳未満

が１錠、１３歳以上は２錠服用します。 

３歳未満や錠剤が飲み込めない方は、保健所で調合した液剤を年齢に応じた量服用し

ます。 

具体的には、新生児が１ｍｌ、生後１ケ月以上３歳未満は２ｍｌ、３歳以上１３歳未

満が３ｍｌ、１３歳以上は６ｍｌ服用します。 

服用は原則１回です。さらに安定ヨウ素剤の服用が必要な状況の場合は避難すること

になります。 

 

４ 安定ヨウ素剤の効果 

   放射性ヨウ素が体内に取り込まれる前の２４時間以内に安定ヨウ素剤を服用すると最

大の防護効果があります。放射性ヨウ素を体内に取り込んだ後では、数時間以内に服用

すれば、効果はありますが限定的です。なお、体内に取り込んだ後２４ 時間以上経過し

てから服用した場合には、効果は期待できません。 

また、放射性ヨウ素の甲状腺への取り込みを防ぐことはできますが、その他の放射性

物質には全く効用はありません。 

 

５ 安定ヨウ素剤の副作用 

  まれに、発疹、頭痛、吐き気、下痢などが起こりますが、１回の服用で重大な副作用

の発生は極めてまれです。副作用が起きた場合はお知らせください。医師又は医療従事

者が対応します。 

 

それでは、配布した「安定ヨウ素剤予防服用に関する受領書兼問診票」に必要事項を記

載し提出してください。ご家族等の分を代理で受領される場合は、服用される方の氏名を

受領者氏名欄に、代理で受け取られる方の氏名を代理受領者氏名欄に記入して下さい。 
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（資料３） 

 

避難退域時検査及び簡易除染の実施方法 

 
１ バックグラウンドの測定 

  バックグラウンドは、「検査場所の環境に変化があったか」を知る上で、重要な情報

となる。 

  検査責任者の補佐は、検査の準備段階から検査終了までの間、空間線量率用の放射線

量測定器（NaIシンチレーション式サーベイメータ）を使って、以下の方法により定期的

にバックグラウンドの測定を行う。 

 

 ①検査責任者の補佐は、検査場所の屋内・外の２ヶ所程度を選んで測定点（定点）とす  

る。測定点は、車の通行が少なく、工作物等の目印があって、場所の特定が容易な地

点を選ぶ。 

 ②測定器を準備し、測定点において検出部を地上から１ｍ（腰部付近）に位置させる。 

 ③時定数を 10 秒とし、約 30 秒（時定数の３倍）経過後、指示値を読み、記録する。指

示値の読み方は、メーター針のある機種では、針の振れの中央を読む。 

 ④空間線量率の測定は、検査を開始する前及び検査中１時間に１回程度行う。 

⑤測定結果を「避難退域時検査バックグラウンド記録票」（様式５）に記録し、検査責任

者へ報告する。 

⑥原子力施設の状況の変化や各担当からの検出報告等、注意すべき情報が得られた場合

には、連続監視等、測定の頻度を上げる。 
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NaIシンチレーション式サーベイメータ（空間線量率用）操作法 
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２ ＧＭサーベイメータ（入射窓面積が 20cm2）による表面汚染の検査 

  

＜検査に当たっての留意事項＞ 

・検査部は先の尖った物品等と接触すると破損しやすいので、取扱いに注意すること。 

・検出部に放射性物質が付着しないよう、薄手のラップフィルムで検出部を覆うこと。 

・検査員は、放射性物質の付着が拡大して、作業に支障を来さないよう努めること。 

 

（１）車両指定箇所検査 

①時定数は、３秒に設定する。 

②測定レンジは、10 kcpm (10,000 cpm)に設定する。 

③計数音はオフ（消音）とする。 

④検査対象の表面と検出部の距離を数 cm以内とし、毎秒約 10 cmの速度でプローブを

移動させる。 

⑤検査を行う箇所は、放射性物質が付着している可能性が高い、Ａ、Ｂとする。 

  なお、天候、普通乗用車かバスか等、車両の種類によらず、同じ箇所を検査する。 

 

  Ａ タイヤ（原則として全輪） 

     シャーシより下部の接地面（ゴム部）を中心に、側面ゴム部も検査する。 

  Ｂ ワイパー部（フロントガラス下部） 

     ワイパーのゴム部分だけでなく、フロントガラスの下部パッキンにかけての

ワイパー周辺一帯も検査する。 

   

 

 

⑥指示値が６kcpm (6,000 cpm)を超えていないことを確認する。超えた場合は、次の

「確認検査」に移行する。 

⑦車両１台の検査が終わった後、バックグラウンド値に著しい変化がないことを確認

する。確認の結果、著しい変化があった場合は、ラップフィルムを交換する。ラッ

プ交換後もバックグラウンド値が戻らない場合は、他の原因が考えられるので、検

査責任者の補佐に連絡する。 
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（２）車両確認検査 

①時定数は、３秒に設定する。 

②測定レンジは、10kcpm（10,000cpm）に設定する。 

③計数音はオフ（消音）とする。 

④検査対象の表面と検出部の距離を数 cm以内とし、毎秒約 10 cmの速度でプローブを

移動させる。 

⑤検査箇所は、指定箇所検査で検出された箇所を含めた検査対象の全面（簡易除染を

行った後の確認検査ではその箇所）（※）とする。 

 

※原則として、検査員による検査が可能な範囲とする。 

はしごを使用した高所作業等やエンジンルーム内の検査は行わない。 

 

 （車両確認検査箇所の例）    

 

 

 

⑥有意に指示値が高い場所でプルーブを縦・横に動かし、指示値が最も高くなる箇所

でプルーブを約 10 秒固定して、測定値を読み、40kcpm（40,000cpm）以下であるか

を確認する。（バックグラウンド値の減算は行わない。） 

⑦有意に指示値が高い場所が複数あるときは、それぞれの箇所で同様に測定する。 

⑧車両１台の検査が終わった後、バックグラウンド値に著しい変化がないことを確認

する。確認の結果、著しい変化があった場合は、ラップフィルムを交換する。ラッ

プ交換後もバックグラウンド値が戻らない場合は、他の原因が考えられるので、検

査責任者の補佐に連絡する。 

（出典）島根県原子力防災訓練資料 
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（３）住民指定箇所検査 

①時定数は、３秒に設定する。 

②測定レンジは、10 kcpm (10,000 cpm)に設定する。 

③計数音はオフ（消音）とする。 

④検査対象の表面と検出部の距離を数 cm以内とし、毎秒約 10 cmの速度でプローブを

移動させる。 

⑤検査を行う箇所は、放射性物質が付着している可能性が高い、Ａ、Ｂ、Ｃとする。 

  なお、検査の際には、帽子、上着等は着衣のまま、その上から検査する。 

 

 

Ａ 頭部、顔面 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 手指及び掌 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 靴底 

 

 

靴底の検査は、机やイスを利用して

もらうなど無理のない姿勢で行う。 

 

⑥指示値が６kcpm (6,000 cpm)を超えていないことを確認する。超えた場合は、次の

「確認検査」に移行する。 

 

（４）住民確認検査 

①時定数は、３秒に設定する。 

②測定レンジは、10kcpm（10,000cpm）に設定する。 

③計数音はオフ（消音）とする。 

④検査対象の表面と検出部の距離を数 cm以内とし、毎秒約 10 cmの速度でプローブを

移動させる。 

⑤検査箇所は、指定箇所検査で検出された箇所を含めた検査対象の全面（簡易除染を

行った後の確認検査ではその箇所）とする。 

（住民確認検査箇所の例） 
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⑥有意に指示値が高い場所でプルーブを縦・横に動かし、指示値が最も高くなる箇所

でプルーブを約 10 秒固定して、測定値を読み、ＯＩＬ４（40,000cpm）以下である

かを確認する。（バックグラウンド値の減算は行わない。） 

⑦有意に指示値が高い場所が複数あるときは、それぞれの箇所で同様に測定する。 

⑧検査が終わった後、バックグラウンド値に著しい変化がないことを確認する。確認

の結果、著しい変化があった場合は、ラップフィルムを交換する。ラップ交換後も

バックグラウンド値が戻らない場合は、他の原因が考えられるので、検査責任者の

補佐に連絡する。 

 

（５）車内の検査 

①指定箇所検査と同様な測定方法で、シート、マット、ハンドル部分を測定する。 

②①で基準値以上の可能性がある箇所は、確認検査と同様な方法で測定し、有意に指

示値が高い場所でプローブを縦・横に動かし、指示値が最も高くなる箇所でプロー

ブを約 10 秒固定して、測定値を読み、ＯＩＬ４（40,000cpm）以下であるかを確認

する。（バックグラウンド値の減算は行わない。） 

 

（６）携行物品の検査 

①指定箇所検査と同様な測定方法で検査する。 

②①で基準値以上の可能性があると判定された場合は、確認検査と同様な測定方法で

表面全面を検査する。 

なお、スーツケース、鞄、袋等密閉されたものは、開封して検査する必要はない。 

 

（出典）島根県原子力防災訓練資料 
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大型積端窓型ＧＭサーベイメータ（表面汚染検査用）操作法 

 

 

操作ボタン、操作方法は NaIシンチレーション式サーベイメータ同じです。 

 

数値の読み方は、NaIシンチレーション式サーベイメータと同様ですが、単位に注意して下さい。 
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３．簡易除染の方法 

（１）車両の簡易除染 

①拭き取り 

 原則として、簡易除染員が濡らしたウエス等を用い、付着している放射性物質を

拭き取る。拭き取りの方法は、以下のとおり。 

    ・ＯＩＬ４以下でない箇所の周囲から中心に向かって一方向に拭き取る。   

    ・１枚のウエス等で何度も繰り返して拭き取らないようにする。 

    ・１度拭き取りに使ったウエス等は所定の容器等へ入れる。 

 該当箇所に強固に泥が付着している場合は、洗車用ブラシを使うなどして、泥を

落とす。落とした泥は、シートで受け、ポリ袋等に集めておき、一般の廃棄物と

分別する。 

 簡易除染に使ったゴム手袋を外さず着けたまま、自分や他人の人、物にさわって

しまうことがないよう、簡易除染後は使用したゴム手袋を所定の容器等へ入れ、

新しい手袋を着けて、業務を続ける。 

 

  ②流水の利用 

 流水を利用する場合は、簡易除染員の吸入・汚染防止（マスク、防水用装備の着用）

と水の拡散防止（周囲に防水シートを敷き、立ち上がりを設けて堰とする）を確保

した上で行う。 

 飛沫・水しぶきができるだけ生じないように、洗車用ブラシやウエスを使って、洗

い流す。廃水は環境又は下水道へ放流せずに、ドラム缶、ポリ容器等に一時貯留す

る。 

 

※簡易除染の効果の確認方法は、確認検査に準じて行う。１回の簡易除染で 40,000cpm

（β線）以下とならない場合は、２回を目安に簡易除染を行い、確認検査を行う。 

 

※40,000cpm（β線）以下にならなかった場合の処置 

車両の所有者氏名、連絡先、年月日及び検査結果の情報を「避難退域時検査票（車

両検査）」に記録する。当該車両に対する取扱いについては、検査場所が避難所等に

近接している場合は、検査場所の「一時保管場所」に一時保管（駐車）して徒歩で

移動する。一方、避難所等から離れている場合は、一時保管後、バス等の代替え交

通手段で移動する。 

 

（２）住民の簡易除染 

①脱衣 

 衣服がＯＩＬ４以下でない場合は、原則として住民本人による脱衣を行ってもら

う。その際、替えの衣服も予め用意しておく。（放射性物質の付着がごく一部分に

限られている場合は、「拭き取り」による簡易除染でも可） 

 脱衣の際は、衣服や身体への放射性物質の拡大を防止する必要がある。そのため、

簡易除染員から住民へ以下の説明と指導を行う。なお、自分で脱衣を行えない住

民には、簡易除染員が手伝う。 

    ・手袋とマスクを着用する。 

    ・衣服の表を中に巻き込むように脱ぐ。 

    ・脱衣の際に皮膚に触れる場合は、テープ等で覆ってから脱衣する。  

 脱衣後、該当箇所の身体を確認検査し、測定の結果、ＯＩＬ４以下にならない場

合は、「拭き取り」による簡易除染を行う。 
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  ②拭き取り 

 頭髪や皮膚がＯＩＬ４以下でない場合は、原則として住民本人によるウェットテ

ィッシュ等を用いた拭き取りを行ってもらう。簡易除染員から住民へ以下の説明

と指導を行う。なお、自分で拭き取りが行えない住民には、簡易除染員が手伝う。 

・手袋（手の簡易除染時には着用しない）とマスクを着用する。 

    ・ＯＩＬ４以下でない箇所の周囲から中心に向かって一方向に拭き取る。 

    ・１枚のウェットティッシュ等で何度も繰り返して拭き取らないようにする。 

    ・１度拭き取りに使ったウェットティッシュ等は所定の容器等へ入れる。 

    ・アルコールにアレルギーのある住民には、水で濡らしたガーゼ、布等を使う。 

    ・簡易除染後、使用した手袋とマスクを、所定の容器等へ入れる。（手袋は裏返し

になるようにとる。） 

 

③流水の利用 

 流水を利用する場合は、原則として住民本人に洗い流してもらう。簡易除染員か

ら住民へ以下の説明と指導を行う。なお、自分で行えない住民には、簡易除染員

が手伝う。 

  ・目や口に水が入らないようにする。 

  ・頭髪がＯＩＬ４以下でないばあいは、洗髪する。 

  ・傷がある場合には、傷口に水がかからないよう、絆創膏で保護するなどして行

う。なお、創傷の程度によっては、医療処置を優先する。 

 

  ※簡易除染の効果の確認方法は、確認検査に準じて行う。１回の簡易除染でＯＩＬ４

以下とならない場合は、２回を目安に簡易除染を行い、確認検査を行う。 

 

  ※ＯＩＬ４（40,000cpm）以下にならなかった場合の処置 

当該住民に対しては、追加の除染を行う必要があるため、検査結果を記載した「避

難退域時検査票（住民検査）」を渡すとともに、ＯＩＬ４以下でない部位をタオル等

で覆うなどして拡散防止処置を施した上で、除染が行える機関（被ばく医療機関等）

まで移動する。 

 

（３）携行物品の簡易除染 

汚染車両の「拭き取り」に準じて、水で濡らしたウエス等により拭き取る。所有者

の希望があれば、本人が手袋をした上で、拭き取りをしてもらう。 

 

※簡易除染の効果の確認方法は、確認検査に準じて行う。１回の簡易除染で 40,000cpm

（β線）以下とならない場合は、２回を目安に簡易除染を行い、確認検査を行う。 

 

※40,000cpm（β線）以下にならなかった場合の処置 

 脱衣した衣服、携行物品は、ポリ袋に入れて封をし、所有者氏名、連絡先、年月日

及び検査結果の情報を記録する。その後の取扱いについては、以下のとおり。 

・封をしたまま避難所等まで持参（避難所等で簡易除染等の処置が可能な場合） 

・廃棄処分（住民が所有権を放棄した場合） 

・検査場所で一時保管（検査場所の撤収時に返却、貴重品等については盗難防止のた

め避難所等まで持参が望ましい） 
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（資料４） 

 

原子力災害医療関係機関連絡先一覧 
 

機関名 所在地 
連絡先 

電話 FAX メール 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


